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【事案の概要】 

本件は，別紙物件目録記載の各土地（以下「本件各土地」という。）の所有者

である原告が，土地課税台帳に登録された本件各土地の平成２４年度の価格に

不服があるとして地方税法４３２条１項の規定に基づいてされた審査の申出に

ついて，裁決行政庁が平成２４年７月３１日付けで審査の申出を棄却する旨の

決定（以下「本件裁決」という。）をしたため，上記登録価格は本件各土地の

平成２４年度の固定資産税の課税標準である賦課期日における適正な時価を上

回るものであり，本件裁決は上記登録価格が適正な時価を上回る限度で違法で

あると主張し，裁決行政庁の所属するあきる野市を被告として，本件裁決の一

部取消しを求める事案である。 

１ 前提事実（証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いのない事実であ

る。） 

（１）当事者等 

ア原告は，本件各土地の所有者である。 

イ裁決行政庁は，固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定

するために，被告に設置された地方税法４２３条１項の固定資産評価審査委員

会である。（弁論の全趣旨） 

（２）原告による本件各土地の所有 

亡ｃ（以下「亡ｃ」という。）は，本件各土地を所有していたところ，平成２

３年１１月２０日に死亡し，原告，ｄ（原告の夫。以下「ｄ」という。）ほか

３名の相続人が亡ｃを相続した。 

原告，ｄほか３名の亡ｃの相続人は，平成２４年８月１日，その協議で，亡ｃ

の遺産の分割をし，本件各土地は，原告が取得した。原告は，同月２２日，本

件各土地について，平成２３年１１月２０日相続を原因とする所有権移転登記

を経由した。 

（３）あきる野市長による本件各土地の価格の決定及び登録 

あきる野市長は，本件各土地の平成２４年度の価格を，別紙物件目録１記載の

土地（以下「本件土地Ⅰ」という。）について３５２６万７０４４円と，同目

録２記載の土地（以下「本件土地Ⅱ」という。）について６１１万３７６１円

と，それぞれ決定し，平成２４年３月３１日付けで，その価格を土地課税台帳

に登録した。 

（４）審査の申出及び本件裁決 

ｄは，平成２４年６月５日，亡ｃの相続人を代表し，土地課税台帳に登録され

た本件各土地の平成２４年度の価格に不服があるとして，地方税法４３２条１

項の規定に基づき，裁決行政庁に対する審査の申出をしたところ，裁決行政庁

は，同年７月３１日付けで，審査の申出を棄却する旨の本件裁決をした。 
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（５）本件各土地の平成２４年度の登録価格 

上記（３）の本件各土地の平成２４年度の登録価格は，総務大臣が地方税法３

８８条１項の規定に基づいて定めた固定資産評価基準（昭和３８年自治省告示

第１５８号。平成２４年総務省告示第２８６号による改正前のもの）に定める

市街地宅地評価法（その概要は次のアのとおりである。）によって，次のイの

とおり決定されたものである。 

ア市街地宅地評価法（い１） 

固定資産評価基準は，宅地の評価は，各筆の宅地について評点数を付設し，当

該評点数を評点１点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によ

るものとした上，各筆の宅地の評点数は，市町村の宅地の状況に応じ，主とし

て市街地的形態を形成する地域における宅地については市街地宅地評価法によ

って付設するものとし，必要があるときは，主として市街地的形態を形成する

に至らない地域における宅地についても市街地宅地評価法によって付設するこ

とができるものとする。 

（ア）各筆の宅地の評点数の付設 

ａ 市街地宅地評価法による宅地の評点数の付設は，〔１〕市町村の宅地を商

業地区，住宅地区，工業地区，観光地区等に区分し，各地区について，その状

況が相当に相違する地域ごとに，その主要な街路に沿接する宅地のうちから標

準宅地を選定する，〔２〕標準宅地について適正な時価を求め，これに基づい

て当該標準宅地の沿接する主要な街路の路線価を付設し，これに比準して主要

な街路以外の街路（以下「その他の街路」という。）の路線価を付設する，

〔３〕路線価を基礎とし，画地計算法を適用して，各筆の宅地の評点数を付設

する，という順序による。 

ｂ 標準宅地の選定 

標準宅地は，次により選定する。 

（ａ）宅地の利用状況を基準とし，市町村の宅地を商業地区，住宅地区，工業

地区，観光地区等に区分する。この場合において必要に応じ，住宅地区にあっ

ては高級住宅地区，普通住宅地区，併用住宅地区等に区分する。 

（ｂ）上記（ａ）によって区分した各地区を，街路の状況，公共施設等の接近

の状況，家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便からみて相当に相違する地域

に区分し，当該地域の主要な街路に沿接する宅地のうち，奥行，間口，形状等

の状況が当該地域において標準的なものと認められるものを選定する。 

ｃ 路線価の付設 

路線価は，主要な街路及びその他の街路の別に，それぞれ，次により付設す

る。 

（ａ）主要な街路について付設する路線価は，当該主要な街路に沿接する標準
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宅地の適正な時価に基づいて付設する。標準宅地の適正な時価は，当分の間，

基準年度の初日の属する年の前年の１月１日（平成２４年度については平成２

３年１月１日）の不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格等を活用

し，その７割を目途として評定する。 

（ｂ）その他の街路について付設する路線価は，近傍の主要な街路の路線価を

基礎とし，主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する宅地との

間における街路の状況，公共施設等の接近の状況，家屋の疎密度その他の宅地

の利用上の便等の相違を総合的に考慮して，付設する。 

ｄ 各筆の宅地の評点数の付設 

各筆の宅地の評点数は，路線価を基礎とし，画地計算法を適用して，付設す

る。この場合において，市町村長は，宅地の状況に応じ，必要があるときは，

画地計算法の附表等について所要の補正をして，これを適用する。 

ｅ 時点修正 

市町村長は，平成２３年１月１日から同年７月１日までの間に標準宅地等の価

額が下落したと認める場合，上記により求めた評価額に時点修正を加えること

ができる。 

（イ）各筆の宅地の価額の算出 

各筆の宅地について付設した評点数を評点１点当たりの価額に乗じて各筆の宅

地の価額を求める。 

イ本件各土地の平成２４年度の登録価格（い６，７） 

本件各土地の平成２４年度の登録価格は，次の（ア）のとおり，本件各土地に

ついて市街地宅地評価法によって評点数を付設し，次の（イ）のとおり，当該

評点数を評点１点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法により

求められた。 

（ア）本件各土地の評点数の付設 

ａ 標準宅地の選定 

宅地の利用状況を基準とし，あきる野市の宅地を価格事情がおおむね同等と認

められる状況類似地区に区分し，さらに，本件各土地が属する普通住宅地区

を，街路の状況，公共施設等の接近の状況，家屋の疎密度その他の宅地の利用

上の便からみて，その状況が相当に相違する地域に区分した。そして，本件各

土地が属する地域の主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地として，奥

行，間口，形状等の状況が当該地域において標準的なものと認められるあきる

野市Ａ字Ｂ△△△△番△の土地（地積１５０．００平方メートル）を選定した

（標準地番号○○○○。以下，この宅地を「本件標準宅地」という。）。（い

３の１，い８） 

ｂ 路線価の付設 
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不動産鑑定士大ｅによる鑑定（以下「本件鑑定」という。）に係る標準価格１

平方メートル当たり８万２５００円を活用し，本件標準宅地の適正な時価とし

て，その７割に相当する１平方メートル当たり５万７７００円を求め，これに

基づいて，本件標準宅地の沿接する主要な街路（路線番号○○○○○○○○）

の路線価として，１平方メートル当たり５万７７００円を付設した。（い３の

１，い４） 

そして，これに比準して，その他の街路である本件各土地の正面路線（路線番

号○○○○○○○○）の路線価として，その路線が幅員２．３ｍの行止り路線

であることから，補正率０．８９（あきる野市長が固定資産評価基準に基づい

て定めた「あきる野市固定資産土地評価事務取扱要領」（以下「本件評価要

領」という。）別表１（２）の道路幅員に係る格差率マイナス６と同（３）の

行止り道路に係る格差率マイナス５を併せたもの）を上記の主要な街路の路 

線価に乗じて，１平方メートル当たり５万１３００円を付設し，さらに，本件

各土地の路線価評点数として，本件各土地の正面路線からの奥行が３８．２３

ｍであることから，本件評価要領の画地計算法附表等関係１（１）による奥行

価格補正率０．９４を上記の本件各土地の正面路線の路線価に乗じて，１平方

メートル当たり４万８２２２円を付設した。（い２，い３の１，い５） 

ｃ 本件各土地の評点数の付設及び時点修正 

本件各土地の評点数として，本件各土地の路線価評点数１平方メートル当たり

４万８２２２円を基礎とし，画地計算法を適用して，本件各土地の総合補正率

０．７９（次の（ａ）の不整形地補正率と（ｂ）の画地規模補正率を乗じたも

の）を乗じ，さらに，次の（ｃ）の路線価区域時点修正率０．９９３を乗じ

て，１平方メートル当たり３万７８２８円を付設した。 

（ａ）不整形地補正率０．８５（い２） 

《１》本件各土地の蔭地割合は４０％未満であり，本件評価要領の画地計算法

附表等関係１ 

（４）によれば，蔭地補正率は０．８８である。 

《２》本件各土地の間口距離は６ｍ以上８ｍ未満であり，本件評価要領の画地

計算法附表等関係 

１（５）によれば，間口狭小補正率は０．９７である。 

《３》本件各土地の奥行距離は間口距離の６倍以上７倍未満であり，本件評価

要領の画地計算法 

附表等関係１（６）によれば，奥行長大補正率は０．９０である。 

《４》そして，本件評価要領の画地計算法附表等関係１の注３によれば，不整

形地補正の適用に当たっては，間口狭小補正率，奥行長大補正率，間口狭小補

正率に奥行長大補正率を乗じたもの，間口狭小補正率に蔭地補正率を乗じたも
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の，蔭地補正率等のうち，補正率の高いものを適用するとされているのであ

り，上記の間口狭小補正率（０．９７）に蔭地補正率（０．８８）を乗じた

０．８５が不整形地補正率となる。 

（ｂ）画地規模補正率０．９４ 

普通住宅地の標準画地規模が１５０平方メートルであるのに対して，本件各土

地の画地地積は１０９７．９１平方メートルであり，本件評価要領の「市町村

長が定める所要の補正」５によれば，画地規模補正率は０．９４である。（い

２） 

（ｃ）路線価区域時点修正率０．９９３ 

あきる野市長作成の路線価区域時点修正率一覧表によれば，路線番号「○○○

○＊＊＊＊」の平成２４年度用時点修正率は０．９９３である。（い３の２） 

（イ）本件各土地の価額の算出 

本件各土地の評点数１平方メートル当たり３万７８２８円を評点１点当たりの

価額に乗じて，本件土地Ⅰ（９３２．３０平方メートル）の価額として３５２

６万７０４４円を，本件土地Ⅱ（１６１．６２平方メートル）の価額として６

１１万３７６１円を，それぞれ求めた。 

（６）本件訴えの提起 

原告は，平成２４年１０月２６日に本件訴えを提起した。（顕著な事実） 

２ 争点 

本件の争点は，本件裁決の適否であり，具体的には，土地課税台帳に登録され

た本件各土地の平成２４年度の価格は本件各土地の平成２４年度の固定資産税

の課税標準である賦課期日（平成２４年１月１日）における適正な時価を上回

るものではないか否かである。 

３ 当事者の主張の要旨 

（１）被告の主張の要旨 

土地課税台帳に登録された本件各土地の平成２４年度の価格は本件各土地の平

成２４年１月１日における適正な時価を上回るものではなく，本件裁決は適法

である。 

ア基準年度の土地に課される固定資産税の課税標準 

平成２４年度は地方税法３４１条６号に定める基準年度である。基準年度の土

地に課される固定資産税の課税標準は，当該土地の基準年度に係る賦課期日に

おける価格で土地課税台帳に登録されたものであり（同法３４９条１項），こ

こに価格とは適正な時価をいう（同法３４１条５号）。固定資産の価格の決定

は，固定資産評価基準によってしなければならず（同法４０３条１項），本件

各土地の平成２４年度の価格の決定は，固定資産評価基準に定める市街地宅地

評価法によってされた。 
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イ本件各土地の登録価格が適正な時価を上回らないと推認されること 

本件各土地の平成２４年度の登録価格は，固定資産評価基準によって決定され

たものであるから，地方税法３４１条５号の適正な時価を上回るものではない

と推認される。すなわち，同法４０３条１項，３８８条１項は，全国一律の統

一的基準による評価によって，各市町村全体の評価の均衡を図り，評価に関与

する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消し，限りある人的資源及び時間的

制約の中で評価事務を効率的に行う趣旨から，固定資産の価格の決定を固定資

産評価基準によるものとし，それを総務大臣の告示に委任しているところ，同

法３４１条５号に照らすと，同法３８８条１項は，適正に適用すれば当該固定

資産の時価と推認される価格を算定することができる基準の策定を告示に委ね

ていると解されるから，固定資産評価基準が委任の趣旨に適合する一般的合理

性を有するのであれば，これを適用して算定される価格は，特別の事情がない

限り，適正な時価を上回るものではないと推認される。 

これを本件についてみると，固定資産評価基準に定める市街地宅地評価法は，

路線価方式による評価法であり，大量の宅地を短期間のうちに相互の均衡を考

慮しながら評価することができるものであるから，適正な時価への接近方法と

して一般的合理性を有する。そして，本件各土地の平成２４年度の登録価格

は，一般的合理性を有する市街地宅地評価法を適正に適用して算出されたもの

であり，その算定に当たり市街地宅地評価法によっては適正な時価を算定する

ことができない特別の事情はない。したがって，本件各土地の平成２４年度の

登録価格は，適正な時価を上回るものではないと推認される。 

（２）原告の主張の要旨 

土地課税台帳に登録された本件各土地の平成２４年度の価格は本件各土地の平

成２４年１月１日における適正な時価を上回るものであり，本件裁決は上記登

録価格が適正な時価を上回る限度で違法である。 

ア価格と適正な時価との関係 

地方税法３４１条５号に定める適正な時価は，正常な条件の下に成立する当該

土地の取引価格であるところ，これは，客観的に観念されるものであり，総務

大臣又はあきる野市長の裁量に属するものではなく，同法が固定資産評価基準

に委任しているのはその算定方法にすぎないから，固定資産評価基準によって

評価された価格が客観的に観念される適正な時価を上回るときは，当該価格は

違法となる。 

イ本件各土地の登録価格が適正な時価を上回ること 

本件各土地の平成２４年１月１日における適正な時価は，不動産鑑定士ｆによ

る鑑定（以下「ｆ鑑定」という。）により，１平方メートル当たり１万２６５

２円とし，本件土地Ⅰについて１１７９万５４５９円，本件土地Ⅱについて２
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０４万４８１６円とするのが相当である。したがって，本件各土地の平成２４

年度の登録価格は，本件各土地の適正な時価を上回るものである。 

ｆ鑑定は，土地開発や建築に関する制度が土地の価格に大きな影響を与える実

情を勘案し，取引の実態をも踏まえた上，本件各土地が，建築基準法４２条２

項の認定道路を４５ｍ入った場所にある袋地であり，画地地積１０００平方メ

ートル余りの市街化調整区域内の既存宅地であることや，現に建物が建ってい

る他人所有の土地が上記認定道路に接しており，その幅員を拡張することがで

きないため，開発に大きな難点のある土地であることを的確に捉えているもの

であり，その信用性は高い。本件各土地の適正な時価は，ｆ鑑定により，いわ

ゆる開発方式によって，本件各土地の購入者として戸建分譲地の造成を目的と

する開発業者を想定し，最有効使用の観点から本件各土地を標準的な宅地に分

割し販売するものとし，その販売総額から造成費用及び付帯費用を控除して得

られる価格をもって，決定されるべきである。 

ウ市街地宅地評価法によっては本件各土地の適正な時価を算定することができ

ない特別の事情があること 

次のとおり，本件各土地は，開発行為をすることができない市街化調整区域内

の面大地であり，購入予定者の類型，最有効使用が本件標準宅地とは異なるの

であって，本件各土地を一団の土地として本件標準宅地の価格を基準に固定資

産評価基準に定める市街地宅地評価法を適用し画地計算法による補正をしても

適正な時価を算出することはできず，市街地宅地評価法によっては本件各土地

の適正な時価を算定することができない特別の事情がある。したがって，本件

各土地の平成２４年度の登録価格は，適正な時価を上回るものではないと推認

することができないのであって，本件各土地の適正な時価は，ｆ鑑定により開

発方式によって算定するのが相当である。 

（ア）本件各土地は本件標準宅地と差異があること 

ａ 本件鑑定は，本件標準宅地の適正な時価の算定に当たり，取引事例として

あきる野市Ｃ字Ｄ，同市Ｅ字Ｆ，同市ｇ字Ｈに係る事例を選択しているとこ

ろ，これらの土地は，市街化区域内の土地を含む地積１５０平方メートル程度

の一般的な宅地である。本件標準宅地とこれらの土地は，価格事情がおおむね

同等と認められるが，本件鑑定は，近隣地域の範囲を「標準宅地の前面道路沿

いで，標準宅地より東方約２０ｍ，西方約９０ｍの範囲」に限定しており，近

隣地域の範囲内に本件各土地を含ませておらず，本件標準宅地と本件各土地を

価格事情がおおむね同等と認めていないのであって，本件各土地について本件

標準宅地の価格を基準に直ちに適正な時価を算出することはできない。本件標

準宅地は、道路付けのよい１５０平方メートルの土地であり，建築基準法の定

める小規模住宅建築を可能とする道路要件を備えているのに対して，本件各土
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地は，分譲住宅，農家住宅，畑，山林等利用状況を異にする土地が混在する地

区内の土地であり，位置関係，面積，購入者類型，その他宅地の利用状況が本

件標準宅地と著しく異なるのであって，本件各土地について本件標準宅地の価

格を基準に市街地宅地評価法を適用し画地計算法による補正をしても適正な時

価を算定することができない。 

ｂ 国土交通省作成の不動産鑑定評価基準は，取引事例比較法における取引事

例の選択について，対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合には，

同一需給圏内の代替競争不動産に係るもののうちから選択するとしているとこ

ろ，あきる野市における市街化区域内の土地と市街化調整区域内の既存宅地の

地価公示価格の平均格差は５０％を超えているのであって，市街化調整区域内

の既存宅地である本件各土地を市街化区域内の土地と同じ価格水準とすること

自体不合理である。本件各土地は，画地地積１０９３．９２平方メートルの農

家集落的面大地であり，小規模住宅専用の近隣地域の土地とは利用形態を異に

し，公共施設や店舗へのアクセスには基本的に自動車を利用しなければならな

い利便性に劣る地域に属している。本件標準宅地のような小規模住宅専用の土

地は，その購入者として給与所得者が想定されるのに対して，本件各土地のよ

うな市街化調整区域内の農家集落にある面大地は，その購入者として戸建分譲

地の造成を目的とする開発業者しか想定することができない。本件各土地は，

本件標準宅地とは，その面積はもちろん，その地域性，購入予定者の類型を著

しく異にしており，不動産鑑定評価基準に定める対象不動産の最有効使用が標

準的使用と異なる場合に当たり，本件標準宅地と代替競争関係にもない。 

本件標準宅地を選定すること自体固定資産評価基準に適合せず，本件各土地の

適正な時価の算定は農家集落にある土地の価格を基準としてすべきであって，

本件標準宅地の価格を基準に本件各土地の適正な時価を算定するのは不合理で

ある。 

（イ）本件各土地は法令上開発制限を伴う土地であること 

ａ 本件各土地は，都市計画法により市街化が抑制される市街化調整区域内の

土地であり，開発行為をすることができない。すなわち，市街化調整区域に係

る開発行為に関する同法３４条１２号，この規定を受けて定められた東京都の

「都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例」（平成１３年東京都

条例第８５号）３条によれば，本件各土地は，既存集落内に存する土地で，当

該土地の存する区域に係る区域区分日前から宅地であるもの（いわゆる既存宅

地）として，開発行為の許可の対象となる。しかし，東京都都市整備局作成の

開発行為の許可等に関する審査基準は，５００平方メートル以上３０００平方

メートル未満の小規模な住宅開発の開発区域に接続する既存道路の幅員は３ｍ

以上あることを要するとしているところ，本件各土地に接続する既存道路（認
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定道路である市道１０９８号線）の幅員は２．１２ｍであって，その北側に接

する土地のうち，あきる野市Ａ字Ｂ□□□□番，■■■■番■の各土地は他人

所有の土地であり，その東側にある◆◆◆◆番◆の土地は原告所有の農地であ

る。その南側に接する土地のうち，▲▲▲▲番▲，▲▲▲▲番●の各土地は他

人所有の土地であり，その東側にある▼▼▼▼番▼の土地はｄ所有の農地であ

る。本件各土地について開発行為の許可を受けるためには，上記既存道路の幅

員を拡張する必要があり，そのためには，現に建物が建っている他人所有の土

地の一部を取得しなければならないところ，現時点で取得することができる可

能性はなく，また，原告又はｄ所有の農地の一部について転用許可を受けるこ

ともできない。このように，本件各土地に接続する既存道路の幅員を拡張する

ことはできず，本件各土地について開発行為の許可を受けることはできないか

ら，本件各土地は開発行為をすることができない。 

ｂ 被告は，本件各土地に接続する既存道路の幅員は現況で３ｍ以上確保され

ている旨を主張するが，東京都都市整備局作成の開発行為の許可等に関する審

査基準の趣旨に鑑みると，開発区域に接続する既存道路の幅員は最小か所にお

いて３ｍ以上あることを要する。 

被告は，転用の理由及びその実現性を明確にすれば農地転用の許可を受けるこ

とができる旨を主張するが，ｄは，原告の夫であるものの，法的には他人であ

り，他人による農地転用の許可申請の可能性があるということはできない。 

ｃ このような事情がある本件各土地の最有効使用は戸建分譲地の造成であ

り，本件各土地の適正な時価はそのことを想定して算定せざるを得ない。本件

各土地は開発行為をすることができないという事情は，本件各土地について本

件標準宅地の価格を基準に適正な時価を算定することができない重要な特別の

事情である。 

（３）原告の主張に対する被告の反論の要旨 

アｆ鑑定について 

原告は，ｆ鑑定による価格が本件各土地の適正な時価である旨を主張するが，

ｆ鑑定は個別鑑定にすぎず，個別鑑定はそれをする者によって評価が不均衡に

なる。ｆ鑑定は開発方式を採用しているが，開発方式は，開発業者を需要者と

する市街化区域内の土地の評価方法であり，分割案，必要経費，投下資本収益

率等収入，支出の両面で想定項目が多く，それをする者によって評価に大きな

差異が生ずる。本件各土地のように開発業者の需要が少ない市街化調整区域内

の土地の評価方法として開発方式を採用するのは相当でなく，ｆ鑑定は適正な

時価の評価方法としての合理性を欠くものである。 

イ本件各土地は本件標準宅地と差異があることについて 

（ア）原告は，本件鑑定は本件標準宅地と本件各土地を価格事情がおおむね同
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等と認めていない旨を主張するが，本件標準宅地及び本件各土地は，同一の状

況類似地区内に存在し，価格事情がおおむね同等と認められ，本件各土地につ

いて本件標準宅地の価格を基準に適正な時価を算出することに問題はない。 

（イ）原告は，市街化区域内の土地と５０％を超える価格格差がある市街化調

整区域内の既存宅地である本件各土地を市街化区域内の土地と同じ価格水準と

すること自体不合理である旨を主張するが，本件標準宅地及び本件各土地は，

いずれも，市街化調整区域内の既存宅地であり，市街化区域内の土地との類似

性が高いから，市街化区域内の土地と同じ価格水準とすることは何ら不合理で

はない。本件標準宅地及び本件各土地は，いずれも，二階建ての戸建住宅を中

心に，畑も散在し，貸家もみられる平坦な普通住宅地域にあり，市街化調整区

域として一般的に想定される畑や農家を中心とする地域にはない。原告は，本

件各土地は公共施設や店舗へのアクセスには基本的に自動車を利用しなければ

ならない利便性に劣る地域に属している旨を主張するが，本件標準宅地も，利

便性において同様の地域に属しており，本件各土地と価格事情がおおむね同等

と認められ，本件各土地について本件標準宅地の価格を基準に適正な時価を算

出することに問題はない。 

（ウ）原告は，本件各土地は，本件標準宅地とは，その面積はもちろん，その

地域性，購入予定者の類型を著しく異にしており，最有効使用が標準的使用と

異なるから，本件標準宅地の価格を基準に本件各土地の適正な時価を算定する

のは不合理である旨を主張するが，市街地宅地評価法は，標準宅地の選定に当

たり購入予定者や最有効使用を基準にするものとはしておらず，それを基準に

標準宅地を選定することはあり得ない。何故ならば，標準宅地の価格は，同一

の状況類似地区内の全ての土地の価格の算出の基準になるものであり，特定の

土地のために選定されるものではないからである。固定資産評価基準は大量の

固定資産を一括評価するための評価方法を定めているのであり，本件標準宅地

と本件各土地との間に差異があるとしても，市街地宅地評価法の所要の補正に

よって調整すべきであって，本件各土地について本件標準宅地の価格を基準に

適正な時価を算出することに問題はない。 

ウ本件各土地は法令上開発制限を伴う土地であることについて 

（ア）原告は，本件各土地について開発行為の許可を受けるためには，本件各

土地に接続する既存道路の幅員を３ｍ以上に拡張する必要があり，そのために

は，現に建物が建っている他人所有の土地の一部を取得しなければならないと

ころ，現時点で取得することができる可能性はなく，また，原告又はｄ所有の

農地の一部について転用許可を受けることもできないのであって，本件各土地

は開発行為をすることができない旨を主張する。 

（イ）しかし，東京都多摩建築指導事務所によると，本件各土地に接続する既
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存道路（認定道路）の幅員が３ｍ以上あるか否かは現況をもって判断され，他

人所有の土地であっても，分筆の有無にかかわらず，幅員に含ませることがで

きるところ，本件各土地に接続する既存道路のうち，他人所有の土地に挟まれ

た区間の幅員は現況で３ｍ以上確保されており，他人所有の土地に現に建って

いる建物を取り壊す必要はない。原告又はｄ所有の農地に挟まれた区間の幅員

は３ｍ以上確保されていないが，ｄがその所有する農地の一部を道路に転用す

れば，３ｍ以上の幅員を確保することができる（ｄが原告の求めに応じないこ

とは考えられない。）。本件各土地は，他人所有の土地の一部を取得したり，

他人所有の土地に現に建っている建物を取り壊したりすることを要さずに，開

発行為の許可を受け，開発行為をすることができる。 

（ウ）また，あきる野市農業委員会によると，市街化調整区域内の農地の転用

許可に当たっては，やむを得ない理由及びその実現性が求められ，許可後に遅

滞なく転用事業を実施する見込みの有無，他法令上の許認可の見込みの有無，

必要な資金計画の見込みの有無，周辺の農地にかかわる営農条件に支障が生ず

るおそれの有無，転用の目的がやむを得ない理由であるか否かなどにより，農

地転用の許否が判断されるのであって，本件においても，転用の理由及びその

実現性を明確にすれば農地転用の許可を受けることができ，原告又はｄ所有の

農地を転用することができないと断定することはできない。 

（エ）このように，都市計画法の開発行為の許可及び農地法の農地転用の許可

の可能性が存する以上，本件各土地は開発行為をすることができないと断定す

ることはできない。 

 

【当裁判所の判断】 

１ 土地に対して課される基準年度の固定資産税の課税標準について 

平成２４年度は，地方税法３４１条６号に定める基準年度であるところ，基準

年度に係る賦課期日（平成２４年度については平成２４年１月１日）に所在す

る土地に対して課される基準年度の固定資産税の課税標準は，当該土地の基準

年度に係る賦課期日における価格（すなわち基準年度の価格）で土地課税台帳

若しくは土地補充課税台帳（以下「土地課税台帳等」という。）に登録された

ものとするとされており（同法３４９条１項），ここに価格とは，適正な時価

をいう（同法３４１条５号）。そして，土地に対して課される固定資産税は，

土地の資産価値に着目し，その所有という事実に担税力を認めて課される一種

の財産税であって，個々の土地の収益性の有無にかかわらず，その所有者に対

して課されるものであるから，上記適正な時価とは，正常な条件の下に成立す

る当該土地の取引価格すなわち客観的な交換価値をいうものと解される（最 

高裁判所平成１０年（行ヒ）第４１号同１５年６月２６日第一小法廷判決・民
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集５７巻６号７２３頁参照）。したがって，土地課税台帳等に登録された価格

が当該土地の賦課期日における適正な時価すなわち客観的な交換価値を上回れ

ば，当該価格の決定は違法となる。 

また，地方税法は，固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を

総務大臣の告示である固定資産評価基準に委ねた（３８８条１項）上，市町村

長は固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないとし

ており（４０３条１項），これは，全国一律の統一的な基準による評価によっ

て，各市町村全体の評価の均衡を図り，評価に関与する者の個人差に基づく評

価の不均衡を解消するため，固定資産の価格は固定資産評価基準によって決定

されたものであることを要するとする趣旨に出たものであると解される。そし

て，本件の場合，あきる野市長は，本件各土地について，固定資産評価基準に

定める市街地宅地評価法によって評点数を付設し，その価格を算出していると

ころ，市街地宅地評価法は，標準宅地の適正な時価に基づいて所定の方式に従

って各筆の宅地の評価をすべき旨を定めるものであり，主として市街地的形態

を形成する地域における宅地の評価の方法として一般的な合理性を有している

ということができるのであって，このことからすると，あきる野市長が本件各

土地について市街地宅地評価法に従って算出した価格は，市街地宅地評価法に

よっては本件各土地の適正な時価を算定することができない特別の事情の存し

ない限り，本件各土地の賦課期日における適正な時価（すなわち客観的な交換

価値）を上回るものではないと推認するのが相当である（最高裁判所平成１１

年（行ヒ）第１８２号同１５年７月１８日第二小法廷判決・裁判集民事２１０

号２８３頁参照）。 

そこで，次に，上記の特別の事情の存否について検討することとする。 

なお，適正な時価の意義については上記のとおり解され，地方税法も，適正な

時価を算定するための技術的かつ細目的な基準の定めを総務大臣の告示に委ね

たにすぎないのであって，賦課期日における適正な時価を上回る価格を算定す

ることまでも委ねたものではないから，あきる野市長が市街地宅地評価法に従

って算出した価格が本件各土地の賦課期日における適正な時価を上回るもので

はないと推認することができるためには，本件標準宅地の適正な時価として評

定された価格が本件標準宅地の賦課期日における適正な時価を上回るものでは

ないことが必要である（前掲最高裁判所平成１５年６月２６日第一小法廷判決

参照）ところ，本件標準宅地の適正な時価として評定された価格が本件標準宅

地の賦課期日における適正な時価を上回るものであることについては，原告も

これを主張しない。 

２ 市街地宅地評価法によっては本件各土地の適正な時価を算定することがで

きない特別の事情が存しないことについて 
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（１）原告の主張に係る本件標準宅地と本件各土地との差異は上記特別の事情

とはならないことについて 

ア原告は，上記特別の事情として，本件標準宅地は，道路付けのよい１５０平

方メートルの土地であり，建築基準法の定める小規模住宅建築を可能とする道

路要件を備えているのに対して，本件各土地は，分譲住宅，農家住宅，畑，山

林等利用状況を異にする土地が混在する地区内の土地であり，位置関係，面

積，購入者類型，その他宅地の利用状況が本件標準宅地と著しく異なるのであ

って，本件各土地について本件標準宅地の価格を基準に市街地宅地評価法を適

用し画地計算法による補正をしても適正な時価を算定することができない旨を

主張する。 

確かに，前提事実（５）イのとおり，本件標準宅地と本件各土地は，同一の状

況類似地区（普通住宅地区）に属している上，その地区をその状況が相当に相

違する地域に区分した地域についても同一の地域に属しているものの，本件標

準宅地と本件各土地の間には，〔１〕道路条件において，本件標準宅地が地域

の主要な街路（幅員４．５ｍの市道）に沿接するものであるのに対して，本件

各土地はその他の街路（幅員２．１２ｍの行止り路線の市道）に沿接するもの

である，〔２〕画地条件において，本件標準宅地が奥行，間口，形状等の状況

が当該地域において標準的なものと認められる地積１５０．００平方メートル

の整形地であるのに対して，本件各土地は正面路線からの奥行が３８．２３

ｍ，蔭地割合が４０％未満，間口距離が６ｍ以上８ｍ未満，奥行距離が間口距

離の６倍以上７倍未満，画地地積が１０９７．９１平方メートルと規模の大き

い不整形地であるという差異がある。しかし，あ第９号証，い第４号証，第９

号証及び弁論の全趣旨によれば，本件標準宅地と本件各土地は，いずれも，市

街化調整区域内の既存宅地であり，低層一般住宅の敷地として使用されている

ものであると認めることができるところ，い第９号証によれば，一般に，市街

化調整区域内の既存宅地は，市街化調整区域内の他の土地と異なり，比較的 

容易に建物の建築をすることができるため，市街化区域内の土地に類似する価

格事情の下にあり，市街化調整区域内の既存宅地の価格が低いことが往々にし

てみられるのは，それが市街化が抑制される市街化調整区域内にあるからでは

なく，それが街路の状況，公共施設等の接近の状況，家屋の疎密度その他の宅

地の利用上の便からみて劣るものであることが多いためである（そのような区

域が市街化調整区域に指定される傾向がある）と認めることができるのであっ

て，市街化調整区域内の既存宅地は市街化区域内の土地のうち宅地の利用上の

便からみて劣るものと価格事情がおおむね同等と認められるということができ

る。そして，あ第９号証，い第４号証及び第９号証によれば，本件標準宅地と

本件各土地との間には，〔ア〕本件標準宅地が幅員４．５ｍの市道に沿接する
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ものであるのに対して，本件各土地は幅員２．１２ｍの市道を通じて幅員４． 

５ｍの市道に連絡するものである，〔イ〕本件標準宅地と本件各土地は，いず

れも，建ぺい率が４０％，容積率が８０％とされているものである，〔ウ〕最

寄り駅であるＪＲ東日本五日市線ｇ駅から，本件標準宅地が１５１０ｍの位置

にあるものであるのに対して，本件各土地は１４００ｍの位置にあるものであ

り，また，最寄りのバス停から，本件標準宅地が４４０ｍの位置にあるもので

あるのに対して，本件各土地は４００ｍの位置にあるものである，〔エ〕本件

標準宅地が近隣の商業施設「アルプス」から６００ｍ，「いなげや」から７０

０ｍの位置にあるものであるのに対して，本件各土地も同程度の距離の位置に

あるものである，〔オ〕本件標準宅地と本件各土地は，いずれも，上下水道が

整備されているが，都市ガスは整備されていないものであるという類似性があ

ると認めることができ，さらに，本件標準宅地が，二階建ての戸建住宅を中心

に，畑も散在し，貸家もみられる平坦な普通住宅地域内の土地であるのに対し

て，本件各土地は，農家集落における一般住宅と農地が混在する住宅地域であ

り，住宅熟成度は幾分低く，旧来からの農家集落建物のほか新規の戸建分譲建

物も存する地域内の土地であると認めることができるのであって，本件標準宅

地及び本件各土地は，いずれも，街路の状況，公共施設等の接近の状況，家屋

の疎密度その他の宅地の利用上の便からみて価格事情がおおむね同等と認めら

れる地域に属しているものであり，おおむね同等の価格事情を有していると認

めることができる。本件標準宅地と本件各土地の間に存在する上記〔１〕及び

〔２〕の差異は，固定資産評価基準に定める市街地宅地評価法によって，路線

価の付設をすることにより（上記〔１〕の差異），又は画地計算法の適用をす

ることにより（上記〔２〕の差異），十分に補正することができるものであり

（後記（２）のとおり，本件各土地について，都市計画法３４条の開発行為の

許可を受けて，開発行為をすることは可能であると認めることができる。），

原告が主張するように，本件各土地は宅地の利用状況が本件標準宅地と著しく

異なるということはできないのであって，本件各土地について本件標準宅地の

価格を基準に市街地宅地評価法を適用し画地計算法による補正をしても適正な

時価を算定することができないということはできない。 

イ原告は，あきる野市における市街化区域内の土地と市街化調整区域内の既存

宅地の地価公示価格の平均格差は５０％を超えているのであって，市街化調整

区域内の既存宅地である本件各土地を市街化区域内の土地と同じ価格水準とす

ること自体不合理であり，本件各土地は，公共施設や店舗へのアクセスには基

本的に自動車を利用しなければならない利便性に劣る地域に属している旨を主

張し，また，本件標準宅地のような小規模住宅専用の土地は，その購入者とし

て給与所得者が想定されるのに対して，本件各土地のような市街化調整区域内
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の農家集落にある面大地は，その購入者として戸建分譲地の造成を目的とする

開発業者しか想定することができないのであって，本件各土地は，本件標準宅

地とは，その面積はもちろん，その地域性，購入予定者の類型を著しく異にし

ており，対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合に当たり，本件標

準宅地の価格を基準に本件各土地の適正な時価を算定するのは不合理である旨

を主張する。 

しかし，一般に，市街化調整区域内の既存宅地は市街化区域内の土地のうち宅

地の利用上の便からみて劣るものと価格事情がおおむね同等と認められるとい

うことができるところ，本件標準宅地及び本件各土地は，いずれも，街路の状

況，公共施設等の接近の状況，家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便からみ

て価格事情がおおむね同等と認められる地域に属しているものであり，おおむ

ね同等の価格事情を有していると認めることができることは，上記アのとおり

であって，原告が主張するように，市街化調整区域内の既存宅地である本件各

土地を市街化区域内の土地と同じ価格水準とすること自体不合理であるという

ことはできないし，また，本件各土地が本件標準宅地と価格事情がおおむね同

等と認められないほどに利便性に劣る地域に属しているということもできな

い。そして，このことに，後記（２）のとおり，本件各土地について，都市計

画法３４条の開発行為の許可を受けて，開発行為をすることは可能であると認

めることができることをも併せ考えると，原告が主張するように，本件各土地

は，本件標準宅地とは，その地域性，購入予定者の類型を著しく異にしてお

り，対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合に当たり，本件標準宅

地の価格を基準に本件各土地の適正な時価を算定するのは不合理であるという

ことはできない。 

（２）本件各土地が法令上開発制限を伴う土地であるからといって，上記特別

の事情が存するということはできないことについて 

ア原告は，本件各土地は，市街化調整区域内の既存宅地として，開発行為の許

可の対象となるが，東京都都市整備局作成の開発行為の許可等に関する審査基

準によれば，本件各土地について開発行為の許可を受けるためには，本件各土

地に接続する既存道路（認定道路）の幅員を３ｍ以上に拡張する必要があり，

そのためには，現に建物が建っている他人所有の土地の一部を取得しなければ

ならないところ，現時点で取得することができる可能性はなく，また，原告又

はｄ所有の農地の一部について転用許可を受けることもできないのであって，

上記既存道路の幅員を拡張することはできず，本件各土地について開発行為の

許可を受けることはできないから，本件各土地は開発行為をすることができな

い旨を主張し，このことを前提として，このような事情がある本件各土地の最

有効使用は戸建分譲地の造成であり，本件各土地の適正な時価はそのことを想



                      東京地裁 平成２４年（行ウ）７４４ 

16 

 

定して算定せざるを得ないのであって，本件各土地は開発行為をすることがで

きないという事情は，本件各土地について本件標準宅地の価格を基準に適正な

時価を算定することができない重要な特別の事情である旨を主張する。 

イしかし，い第１１号証によれば，東京都都市整備局作成の開発行為の許可等

に関する審査基準に適合するか否かを判断するに当たり、開発区域に接続する

既存道路（認定道路）の幅員が３ｍ以上あるか否かは，現況をもって判断し，

他人所有の土地であっても，分筆の有無にかかわらず，道路の幅員に含ませる

ことができるものとされていると認めることができる。そして，い第１０号

証，第１１号証及び第２１号証によれば，本件各土地に接続する既存道路（認

定道路である市道１０９８号線）の認定幅員は２．１２ｍであるが，その既存

道路のうち，両側に他人所有の土地が接している部分は，現況で最小か所であ

っても３ｍ以上の幅員が確保されており，他人所有の土地に現に建っている建

物を取り壊す必要や，他人所有の土地を分筆した上で取得する必要はないと認

めることができる。また，本件各土地に接続する既存道路のうち，両側に原告

又はｄ所有の農地が接している部分は，現況で３ｍ以上の幅員が確保されてい

るということはできないが，い第２１号証によれば，既存道路の南側に接する

ｄ所有の農地は，植木等がその一部に生えているだけであり，それを撤去する

ことによって容易に３ｍ以上の幅員を確保することができると認めることがで

きるところ，い第１２号証によれば，ｄにおいて，農地転用の理由及びその実

現性を明確にすることにより，原告に本件各土地について開発行為の許可を受

けさせるため，その所有する農地について農地転用の許可を受けることは可能

であると認めることができ，かつ，ｄは，農地転用の理由及びその実現性を明

確にすることができると認めることができるのであって（ｄは，原告とは異な

る法主体であるが，原告の夫である上，本件裁決の当時は本件各土地の共有者

のひとりであったものであるから，社会通念に照らし，原告において本件各土

地について開発行為の許可を受ける上でｄの協力を得ることは可能であると認

めることができる。），原告において，本件各土地に接続する既存道路のう

ち，両側に原告又はｄ所有の農地が接している部分について，最小か所であっ

ても３ｍ以上の幅員を確保することは可能であると認めることができる。この

ように，原告において，本件各土地に接続する既存道路について，最小か所で 

あっても３ｍ以上の幅員を確保することは可能であると認めることができるの

であって，本件各土地について，都市計画法３４条の開発行為の許可を受け

て，開発行為をすることは可能であると認めることができる。 

ウ原告は，本件各土地は開発行為をすることができない土地であることを前提

として，このような事情がある本件各土地の最有効使用は戸建分譲地の造成で

あり，本件各土地の適正な時価はそのことを想定して算定せざるを得ないので
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あって，本件各土地は開発行為をすることができないという事情は，本件各土

地について本件標準宅地の価格を基準に適正な時価を算定することができない

重要な特別の事情である旨を主張するが，この主張は，その前提を欠き失当で

ある。 

（３）原告は，本件各土地は，開発行為をすることができない市街化調整区域

内の面大地であり，購入予定者の類型，最有効使用が本件標準宅地とは異なる

のであって，本件各土地を一団の土地として本件標準宅地の価格を基準に固定

資産評価基準に定める市街地宅地評価法を適用し画地計算法による補正をして

も適正な時価を算出することはできず，市街地宅地評価法によっては本件各土

地の適正な時価を算定することができない特別の事情がある旨を主張するが，

上記（１）及び（２）で説示したところによれば採用することができず，市街

地宅地評価法によっては本件各土地の適正な時価を算定することができない特

別の事情が存するということはできない。 

３ 上記２のとおり，市街地宅地評価法によっては本件各土地の適正な時価を

算定することができない特別の事情は存しないことによれば，あきる野市長が

本件各土地について市街地宅地評価法に従って算出した価格は，本件各土地の

賦課期日における適正な時価を上回るものではないと推認することができるの

であって，あきる野市長が土地課税台帳に登録した本件各土地の平成２４年度

の価格は，本件各土地の賦課期日（平成２４年１月１日）における適正な時価

を上回るものではなく，本件裁決は違法ではない。 

ｆ鑑定の個別鑑定としての当否はともかく，上記のとおり推認することができ

ることによれば，それにより本件各土地の平成２４年１月１日における適正な

時価を算定することは相当でない。 

 

【結論】 

よって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとお

り判決する。 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判官内野俊夫裁判官佐野義孝 

裁判長裁判官川神裕は異動のため署名押印をすることができない。 

裁判官内野俊夫 

（別紙）物件目録 

１ 所在 あきる野市Ａ字Ｂ 

地番 ◆◆◆◆番× 

地目 宅地 

地積 ９３２．３０平方メートル 
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２ 所在 あきる野市Ａ字Ｂ 

地番 ▼▼▼▼番× 

地目 宅地 

地積 １６１．６２平方メートル 

 

 


